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１ 主な関係法令等 
 

 ・介護保険法（平成9年法律第123号） 

 ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 

 ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

 

【基準関係】 

◎岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成24年岡山市条例第86号）※資料中は「地域密着基準条例」という。 

◎岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

施行規則（平成24年岡山市規則第99号）※資料中は「地域密着基準条例規則」という。 

・指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準 

（平成18年厚生労働省令第34号） 

◎岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成24年岡山市条例第91号）※資料中は「地域密着予防基準条例」という。 

◎岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

施行規則（平成24年岡山市規則第104号）※資料中は「地域密着予防基準条例規則」という。 

・指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

                         （平成18年厚生労働省令第36号） 

◎介護保険法に基づき条例で規定された指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの基準等について（平成２５年３月２２日岡事指第１２１３号）※資料中は「条例

解釈」という。 

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 

（平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号） 

 

【報酬関係】 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

                         （平成18年厚生労働省告示第126号） 

・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

                         （平成18年厚生労働省告示第128号） 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号） 

・厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成24年厚生労働省告示第95号） 
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・厚生労働大臣が定める基準（平成24年厚生労働省告示第96号） 

・厚生労働大臣が定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第97号） 

・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等

の算定方法（平成12年厚生省告示第27号） 

・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号） 

 

・「地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」

に規定する研修について 

（平成24年老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号） 

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年老企第54号） 

・介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について 

                          （平成12老振第25号・老健第94号） 

 ・介護保険施設等における日常生活費等の受領について 

                          （平成12年老振第75号・老健第122号） 

 

◎岡山市の条例，規則，通知は岡山市のホームページでご確認ください。 

 http://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007658.html 

 

 ■国の法令･通知等は，次の書籍，ホームページ等でご確認ください■ 

 書籍：介護報酬の解釈 １ 単位数表編  （発行：社会保険研究所：青本） 

    介護報酬の解釈 ２ 指定基準編  （発行：社会保険研究所：赤本） 

    介護報酬の解釈 ３ ＱＡ・法令編 （発行：社会保険研究所：緑本） 

 

 ホームページ：「厚生労働省 法令等データベースシステム」 

          https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

        「総務省 法令データ提供システム」 

          https://www.e-gov.go.jp/ 
        「厚生労働省 介護報酬について」    

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/

index.html 

        「厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ」          

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/inde

x.html 

        「ＷＡＭ.ＮＥＴ（運営：独立行政法人福祉医療機構）」 

          https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ 
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２ 地域密着型サービスにおける運営上の主な留意事項について 

 

２－１ 地域密着型サービス共通事項 

□指定地域密着型サービスの事業の一般原則 

「地域密着基準条例」＜抜粋＞ 

第３条 
４ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。 
６ 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たって

は，地域との結び付きを重視し，本市，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），地域密着型サービス事業者又は居

宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サー

ビス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

 
□基準の性格について 

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」（平

成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004 号 老振発第 0331004 号 老老発第 0331017 号厚生労働省

老健局計画課長，振興課長，老人保健課長連名通知）（以下「平成 18 年解釈通知」という。） 

＜抜粋＞ 

第一 基準の性格 

１ 基準は，指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基

準を定めたものであり，指定地域密着型サービス事業者は，常にその事業の運営の向上に努

めなければならないこと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ

ない場合には，指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず，また，基準に違反す

ることが明らかになった場合には，①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い，②相

当の期間内に勧告に従わなかったときは，事業者名，勧告に至った経緯，当該勧告に対する

対応等を公表し，③正当な理由が無く，当該勧告に係る措置をとらなかったときは，相当の

期間を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。ただし，

③の命令をした場合には事業者名，命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお，

③の命令に従わない場合には，当該指定を取り消すこと，又は取り消しを行う前に相当の期

間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われているこ

とが判明した場合，当該サービスに係る介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただ

し，次に掲げる場合には，基準に従った適正な運営ができなくなったものとして，直ちに指

定を取り消すこと又は指定の全部又は一部の効力を停止することができるものであること。 

 ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を計るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払いを適正に受け

なかったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として，金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から，事業所の退去者を紹介することの対償とし

て，金品その他の財産上の利益を収受したとき 
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 ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

 ③ その他①又は②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 特に，指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては，基準に合致することを前

提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ，基準違反に対しては，厳正に対応

すべきであること。 

□用語の定義について 

「平成 18 年解釈通知」＜抜粋＞ 

第二 総論 ２ 用語の定義 

（１）「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより，当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時

間数は，当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり，例え

ば，指定認知症対応型通所介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所を併設してい

る場合であって，ある従業者が指定認知症対応型通所介護事業所と指定認知症対応型共同生

活介護事業所の介護従業者を兼務する場合，指定認知症対応型通所介護事業所の勤務延時間

数には，指定認知症対応型通所介護事業所の認知症対応型通所介護従業者としての勤務時間

だけを算入することとなるものであること。 

「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利

用する場合、週３０時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。 

（２）「勤務延時間数」 

勤務表上，当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提

供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間

の合計数とする。なお，従事者１人につき，勤務延時間数に算入することができる時間数は，

当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

（３）「常勤」 

当該事業所における勤務時間が，当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務

すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいう

ものである。ただし，育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）第２３条第１項に規定

する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については，利用者の処遇に支障がない体

制が事業所として整っている場合は，例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間

として取り扱うことを可能とする。これに加えて，介護の短時間勤務制度等を利用する場合

にも，週３０時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。 
また，同一の事業者によって当該事業所に併設されている事業所の職務であって，当該事

業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては，それ

ぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば，常勤の要件

を満たすものであることとする。例えば，１の事業者によって行われる指定訪問介護事業所

と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合，指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅

介護支援事業所の管理者を兼務している者は，その勤務時間の合計が所定の時間に達してい

れば，常勤要件を満たすこととなる。 

（４）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として，サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをい
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うものである。この場合のサービス提供時間帯とは，当該従業者の当該事業所における勤務

時間をいうものであり，当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

□サービス種類相互の算定関係について 

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 
（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331005 号老振発第 0331005 号老老発第 0331018 号厚生労働省

老健局計画課長，振興課長，老人保健課長連名通知）（以下「平成 18 年留意事項通知」という） 
＜抜粋＞ 
 特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者

生活介護を受けている間については，その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービス

に係る介護給付費（居宅療養管理指導費は除く。）は算定しないものであること。ただし，指

定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に，当該事

業者の費用負担により，その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを

利用させることは差支えないものであること。また短期入所生活介護又は短期入所療養介護を

受けている間については，訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，通

所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費，夜間対

応型訪問介護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護及び複

合型サービスは算定しないものであること。 

  

□変更の届出について 

既に申請，届出をしている事項について変更があった場合は，10 日以内に変更届出書（様式

第 4 号）を変更内容に必要な添付書類とともに岡山市事業者指導課へ提出すること。  
 なお変更内容によっては，事前に岡山市事業者指導課と協議する必要あり。（事業所の移転

など重要な変更の場合） 
 

申請・届出関係（通所系サービス）下記のアドレスを参照。 
http://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_16.html 
 

□介護給付費算定に関する届出について 

●届出について 

 既に「体制等に関する届出書」で届け出ている加算等の体制を変更する場合は，「介護給付

費算定に係る体制等に関する届出書」，「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び各種

添付書類を岡山市事業者指導課へ提出すること。 
 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について，下記のアドレスを参照。 
http://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022686.html 

 
 ●届出に係る各種加算の算定の開始時期 

・サービスの種類によって，適正な支給限度額管理のため，届出日により加算等の算定開始

時期が異なる。 
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 ●加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

＜平成 18 年留意事項通知＞ 
第一 届出手続きの運用 
５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 
 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなく

なることが明らかな場合は，速やかにその旨を届出させることとする。なお，この場合は，加算等

が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また，この場合

において，届出を行わず，当該算定について請求を行った場合は，不正請求となり，支払われた介

護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが，悪質な場合には

指定の取消しをもって対処すること。 

 
※従業員の要件がある加算等の取り下げの届の場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧

表《加算等の要件を満たしていた最終月のもの》を添付してください。  

 

■(介護予防)認知症対応型通所介護 

   ⇒算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は，翌開庁日）が締切り 

（※介護職員処遇改善加算については，例年、前々月末日が締切りとなりますが、 

本年度の提出締切りは、令和３年４月１５日必着） 
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□地域密着型サービス事業に規定する研修について            

○「地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研

修」に規定する研修について 
（平成 24 年 3 月 16 日 老高発 0316 第 2 号・老振発 0316 第 2 号・老老発 0316 第 6 号） 

※計画作成担当者については，必要な研修を修了していない場合に伴う減算規定があるので注

意すること。（平成 18 年留意事項通知 第２ １通則 （８）④） 

＜平成 18 年留意事項通知＞ 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

（８）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 認知症対応型通所介護については，当該事業所又は施設の職員の配置数が，人員基準上満た

すべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し，介護給付費の減額を行うこととし，

通所介護費等の算定方法において，人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが，これは，適正なサービスの提供を確保するための規定であり，人員基準

欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は，当該年度の前年度（毎年４

月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（た

だし，新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合，利用者数等の平均は，前年度

の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に

当たっては，小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については， 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には，その翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで，利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算

定方法に規定する算定方法に従って減算される。 

ロ １割の範囲内で減少した場合には，その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月

まで，利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に

従って減算される（ただし，翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。）。 

④ 市町村長は，著しい人員基準欠如が継続する場合には，職員の増員，利用定員等の見直し，

事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には，特別な事情がある場合を除き，

指定の取消しを検討するものとする。 
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□「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いた加算について 

●「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定について 
 

＜平成 18 年留意事項通知＞ 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

（１２）「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平

成５年１０月２６日老健第１３５号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者

の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決

定に当たっては，医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）

を用いるものとする。 

② ①の判定結果は，判定した医師名，判定日と共に，居宅サービス計画又は各サービスのサー

ビス計画に記載するものとする。また，主治医意見書とは，「要介護認定等の実施について」

（平成２１年９月３０日老発０９３０第５号厚生労働省老健局長通知）に基づき，主治医が記

載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関

する意見（１）日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をい

うものとする。なお，複数の判定結果がある場合にあっては，最も新しい判定を用いるものと

する。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含

む。）にあっては，「要介護認定等の実施について」に基づき，認定調査員が記入した同通知

中「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認

知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

平成 21 年 4 月改定関係 Q＆A（vol.2） 

Ｑ：「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について，医師が判定した場合，

その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 

Ａ：医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず，必ずしも診断書や文書に

よる診療情報提供を義務づけるものではない。 

 
 

□体験利用について 

・「（無料）体験利用」，「（無料）お試しサービス」と銘打ったいわゆる「体験利用」につ

いては，利用者間の公平性及び利用者の保護等の観点から，適正な運営といえません。 
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３ 実地指導における指摘事項等について 
 

３－１ 基本方針等 

○各サービス事業所の事業運営の方針は，条例に定められた基本方針に沿ったものになってい

るか。また，その方針に従った事業運営ができているか。 

 ×虐待防止責任者を設置していない。 

 ×利用者の人権の擁護，虐待の防止等のための体制の整備，従業者に対する研修ができていない。 

虐待防止責任者の設置及び虐待防止研修の実施（※岡山市独自基準） 

・利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行う

とともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めること。 

地域包括支援センターとの連携（地域ケア会議への参加）（※岡山市独自基準） 

・「地域包括ケアシステム」では地域包括支援センターが重要な位置づけとなることから，

サービス提供等に際しての連携先に地域包括支援センターを追加。 

・地域包括支援センターから参加の求めがあった場合には，地域ケア会議に参加すること。 

・また地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力すること。 

 ※岡山市独自基準 

地域密着基準条例，地域密着予防基準条例等に定める岡山市の独自基準 

 

３－２ 人員に関する基準 

×介護従業者を兼務している管理者が頻繁に夜勤業務をしているため，管理業務を十分行えず，

管理者の責務を果たすことができていない。 

×勤務状況（勤務時間）を確認できる書類がない従業者がいる。（代表者，管理者等） 

×パート従業者などの短時間労働者について，労働条件通知書の交付等を行っていない。 

（ポイント） 

・管理者について，原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する。ただし，以下の場合

であって（各サービスごとに要確認），当該事業所の管理業務に支障がないときは，他の

職務を兼ねることができることになっている。管理業務の業務に支障がある場合には認め

られないので改善すること。 

管理者の責務 

○従業者の管理 

○利用の申込みに係る調整 

○業務の実施状況の把握その他の管理 

○従業者に運営に関する基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う 

・従業者の所定の労働時間で勤務予定表を作成すること。従業者に欠員が生じ，勤務予定

が作成できない場合には，事前又は速やかに岡山市（事業者指導課）に相談し，指導に

従うこと。 

・全ての短時間労働者に労働条件等について明示すること。 

参考：「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

（平成19年厚生労働省令第121号第6条）」 
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３－３ 設備に関する基準 

 ×事業所の設備，平面図（各室の用途）に変更前に事前協議がない。 

 ×事業所の設備，平面図（各室の用途）に変更があったのに変更の届出をしていない。 

 ×トイレの扉がカーテンになっている。 

 ×トイレが要介護者の利用に適したものとなっていない。 

便所・洗面設備の追加と要介護者の利用しやすい便所（※岡山市独自基準） 

・利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するため，設備要件に便所・洗面設備

を追加し，要介護者が使用するのに適したものとする。 

※平成２５年４月２日以降に指定を受けた事業所及び平成２５年４月２日以降に増築，全

面的に改築された部分について適用する。 

 

３－４ 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続の説明及び同意 

×「重要事項説明書」と「運営規程」の記載が相違している。 

（例）従業者の員数，営業時間，通常の事業の実施地域，利用料その他の費用の額，サービス提

供の内容など） 

 ×重要事項説明書の内容（家賃，食費等）が変更になったが，再度の説明をしていない。 

 ×通常の実施地域が市町村合併で広くなったため送迎等対応ができない地域があるにもかか

わらず，記載内容を変更していない。 

(2) サービス提供の記録 

×介護報酬の請求のための重要な証拠である，サービス提供の記録（サービス提供日，サービ

スの内容，利用者の状況その他必要な事項）を具体的に記録していない。 

(3) 利用料等の受領 

×保険給付の対象となっている介護保険サービスの提供上必要なものについては，介護保険サ

ービスとしてその費用を徴収しており，別途その他の日常生活費として利用者から徴収する

ことは認められない。（介護職員用手袋，車いす，ベッド，おしりふき等） 

×介護食の提供に関する費用について，利用者の同意なく領収していた。 

×領収証を交付していない。 

（ポイント） 

・「その他の日常生活費」については，利用者の希望を確認した上で提供されるものをいう。

したがって，事業者がすべての利用者に対して一律に提供し，すべての利用者からその費

用を画一的に徴収することは認められないので改めること。 

→「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日老企第54号）」

を参照ください。 

(4) 介護の基本取扱方針 

 多様な手法を用いた評価（※岡山市独自基準） 

・従来の自己評価・外部評価だけでなく，全てのサービスにおいて多様な評価の手法を用い

てサービスの質の評価を行い，常に改善を図ること。 

(5) 介護の具体的取扱方針 

×緊急やむを得ず身体的拘束等を行った際に，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない。 

×緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合に，「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうか

再検討せずに身体的拘束を継続している。 
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×身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていない。（平成３０年度改正）（※岡山市

独自基準） 

×従業者に対して身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

（ポイント） 

・緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の指針を整備するとともに，運営規程に記

載すること。 

・「切迫性，非代替性，一時性」の要件をすべて満たす状態であることを「身体的拘束廃止

委員会」等のチームで検討，確認し記録しておくこと。 

・緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合についても，「緊急やむを得ない場合」に該当する

かどうかを常に観察，再検討し，要件に該当しなくなった場合には直ちに解除すること。 

・従業者に対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

 

成年後見制度の活用支援（※岡山市独自基準） 

・適正な契約手続き等の支援の促進を図るため，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

できるように支援しなければならない。 

 

(6) 運営規程 

×「重要事項説明書」と「運営規程」の記載（従業者の員数，営業時間，通常の事業の実施地

域，利用料その他の費用の額，サービス提供の内容など）が相違している。 

×運営規程の内容に変更があったのに変更届を提出していない。 

×運営規程に必要な事項が定められていない。 

×運営規程に定められている内容（研修の回数，緊急時・事故発生時への対応）が実行されて

いない。 

（ポイント） 

・運営規程の変更は届け出が必要。（変更した日から１０日以内） 

（重要） 

・事業所の移転など重要な変更の場合は，事前に岡山市（事業者指導課）と協議すること。 

・利用定員や営業日の変更については，変更後の運営に支障がないか，設備の概要，従業者

の配置等を確認する必要がある。 

（平成30年度改正） 

 ＜運営規程記載例＞ 

   第○○条 認知症対応型通所介護事業を提供した場合の利用料の額は，介護報酬告示上

の額とし，当該認知症対応型通所介護事業が法定代理受領サービスであるときは，介

護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額

とする。 
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・運営規程に定めるべき項目（下線のある項目が※独自基準により追加した部分） 

(１)事業の目的及び運営の方針 

(２)従業者の職種，員数及び職務の内容 

(３)営業日及び営業時間 

(４)利用定員 

(５)介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(６)通常の事業の実施地域 

(７)サービスの利用に当たっての留意事項 

(８)緊急時，事故発生時等における対応方法 

(９)非常災害対策 

(10)身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11)虐待防止のための措置に関する事項 

(12)成年後見制度の活用支援 

(13)苦情解決体制の整備 

(14)その他運営に関する重要事項 

（※各サービスにより若干内容が異なります。） 

 

(7) 勤務体制の確保等 

×勤務予定表に従業者（非常勤を含む）の日々の勤務時間，常勤・非常勤の別，職種，兼務関

係などが明記されていない。 

×勤務予定表及び勤務実績表について，事業所ごとに作成し記録を残していない。 

×併設事業所や有料老人ホームと兼務している場合であって，その者の勤務時間が事業所ごと

に分けて管理できていない。 

×従業者の資質向上のために，研修の機会が確保されていない。 

×研修（内部・外部を含む）の実施記録等が保存されてない。 

×雇用契約が結ばれていない従業員によりサービスが提供されていた。 

（ポイント） 

・勤務予定表は，事業所ごと，月ごとにすべての従業者を記載して作成すること。 

・従業者の日々の勤務時間，常勤・非常勤の別，職種，兼務関係などを明確にすること。 

勤務実績の記録（※岡山市独自基準） 

・適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務体制を定め，その勤務の実績とともに記録し

ておくこと。 

研修の機会確保（※岡山市独自基準） 

・従業者の資質の向上のために，研修計画を作成し，当該計画に従った研修を実施すること。 

・安定した事業運営のために，計画的な人材育成を行うこと。 

※「虐待防止研修・身体拘束等の適正化」のための研修について，研修計画の中に盛り込む

こと。 

 

(8) 非常災害対策 

×事業所が立地する地域の自然状況等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに（例 洪水，

土砂災害等）その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定

し，従業者への周知など必要な対応を行っていない。 

×定期的に避難訓練等が実施されていない。 

×事業所の見やすい場所に計画等の概要を掲示されていない。 
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非常災害対策の充実（※岡山市独自基準） 

・実効性の高い非常災害対策となるよう，事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定

される非常災害の種類ごとに，具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への

通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容を定期的に従業者に周知すること。 

 ※岡山市防災情報マップ等を活用すること。 

・事業所の見やすい場所に計画等の概要を掲示すること。 

・策定した具体的計画に従い，避難訓練等を定期的に実施する。 

・非常災害時における利用者等の安全の確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住

民，介護保険事業者等と相互支援・協力体制の整備に努めること。 

・非常災害時に，高齢者・障害者・乳幼児等，特に配慮を要する者の受入れに努めること。 

(9) 衛生管理等 

×洗面所，トイレ，台所等でタオルを共用使用している。 

×感染症予防マニュアルを整備されておらず，また，整備されていたとしても，従業者に周知

していないなど，感染症予防に必要な措置がとれていない。 

(10) 掲示 

×変更前の古い運営規程，重要事項説明書を掲示している。 

×運営推進会議の報告，評価，要望，助言等についての記録を掲示し，公表していない。 

×非常災害時に関する具体的計画書の概要等を掲示していない。 

（ポイント） 

・受付コーナー等に利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。 

なお，周知できる環境の整備が目的なので受付コーナー等にファイル等に整理して設置し，

利用者が適宜見ることができるようにすることで差し支えない。 

 (11) 秘密保持等 

×個人情報を含む書類が，鍵が掛からない場所に保管されている。 

×従業者の在職中及び退職後における，利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持につ

いて，事業者と従業者間の雇用契約，就業規則，労働条件通知書，誓約書等で取り決めが行

われていない。 

×サービス担当者会議等において，利用者及びその家族の個人情報を用いることについて，そ

れぞれから文書による同意が得られていない。 

×利用者の個人情報が記載されたホワイトボードを，食堂等に設置し，人目に触れる状態とな

っていた。 

（ポイント） 

・代表者・役員等で管理者や介護職員等に従事する場合は、在職中及び退職後における，利

用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持について，誓約書等で取り決めを行うこと。 

・利用者の家族の個人情報を使用する可能性もあるため，利用者だけでなく家族についても

署名できる様式にしておくこと。 

 (12) 苦情処理 

×苦情処理に関する記録様式（処理簿･台帳等）が作成されていない。 

×苦情の内容の記録のみで，「その後の経過」，「原因の分析」，「再発防止のための取組み」

などが記録されていない。 
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（ポイント） 

・苦情を受け付けた場合は，苦情の内容等を記録すること。 

また，些細なものでも苦情として捉えて検討記録し，苦情の内容を踏まえ，サービスの 

質の向上に向けた取組を行うこと。 

(13) 地域との連携等 

×運営推進会議をおおむね 

２月に１回以上［小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護］ 

６月に１回以上[認知症対応型通所介護] 

開催していない。 

×運営推進会議における報告，評価，要望，助言等についての記録を作成し，公表していない。 

運営推進会議の構成員 

・利用者，利用者の家族，地域住民の代表者（町内会役員，民生委員，老人クラブの代表等），

市職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員，小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者 

※「知見を有する者」とは，学識経験者である必要はなく，高齢者福祉や認知症ケアに携わって

いる者なども含め，サービスについて客観的，専門的な立場から意見を述べることができる者。 

記録の公表 

・事業所等は，運営推進会議における報告等の記録を公表することとし，事業所等の窓口で

閲覧できるようにする。また，事業所等の広報紙やホームページ等を活用し，公表の機会

が増えるよう努めることとする。 

(14) 事故発生時の対応 

×事故が発生した原因を解明し，再発生を防ぐための対策を講じていない。 

×岡山市（事業者指導課）へ報告していない。 

・岡山市介護保険事故報告取扱要綱（抜粋） 

（報告対象事故の範囲） 

(1)次に掲げるサービス提供中の利用者に係る事故 

ア 死亡事故 事故による死亡及び自殺。病気による死亡等は報告の対象外とする。 

ただし，死因等に疑義が生じる可能性があるとき等，トラブルになるおそれのある場合は報告

の対象とする。 

イ 負傷事故，誤嚥事故及び異食事故 通院入院を問わず医師の診察を受けた事故。(施設サービスの

場合は，配置医師(嘱託医師)の診察を含み，診療報酬の発生の有無を問わない。) 

ウ 誤薬事故 違う薬の与薬、時間又は量の誤り及び与薬もれ等の事故。施設内又は外部の医療

機関の医師の判断に基づく指示を受けた場合は，その内容を併せて報告するものとする。 

エ 失綜事故 利用者の所在が不明となり，事業所，施設等の敷地内を探したが見つからない事故

(警察への通報の有無を問わない)。事業所、施設等の敷地内で捜索開始後すぐに見つかった場

合は報告の対象外とする。 

オ 交通事故 送迎中、通院介助中若しくは外出介助中の車両に利用者が乗車していたときの事

故又は利用者が屋外で車両等と接触した事故。 

(注)「サービス提供中」とは，送迎，通院，外出介護を含むサービスを提供している時間すべてをいう。 

(2)施設，事業所における感染防止の観点から対策が必要な疾患であって，感染症、食中毒又は疥癬

の発生が認められた事故。 

(3)介護サービスに関わる従業者等の不祥事(利用者の保有する金品の横領・窃盗・損壊・焼失、個人

情報の紛失・流出等をいう)，高齢者の虐待若しくはそれが疑われる事例，外部者の犯罪，火災・震災・

風水害等の災害等が発生した場合で，利用者の処遇に影響のある事故。 

(4)その他利用者又は家族から苦情が出ている場合等所管課が報告する必要があると認める事故。 
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目　　　　　的 研修対象者

介護に携わる者が，認知症介護業務を遂行する上で必要とされ
る基礎的な知識や技術の習得とそれを実践する際の考え方を身
につけ，サービス提供を行うことができるようにする。
認知症介護実践者研修を含む他の研修を受講するうえで必須
の研修ではありませんが，基礎的な知識・技術を身につける。

岡山市内の介護保険施設・介護サー
ビス事業所等に従事する介護職員等

実践者研修

施設，在宅に関わらず認知症の原因疾患や容態に応じ，本人や
その家族の生活の質の向上を図る対応や技術を習得する。
認知症介護関連の研修の基礎となる研修で，「認知症介護実践
リーダー研修」，「認知症対応型サービス事業管理者研修」，「小
規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を受講する際に
は，本研修を修了していることが要件となります。

介護保険施設・事業所等に従事する
介護職員等
原則として身体介護に関する基本的知
識・技術を習得している者で，概ね実
務経験２年以上の者

実践リー
ダー研修

ケアチームにおける指導的立場としてチーム員の知識・技術・態
度を指導する能力及びチームリーダーとしてのチームマネジメン
ト能力を習得する。

介護保険施設・事業所等に従事する
介護職員等
介護保険施設又は指定居宅介護サー
ビス事業者及び指定地域密着型事業
者等において介護業務に概ね５年以
上従事した経験を有する者で実践者
研修を修了し１年以上経過している者

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定小規模多機能型
居宅介護事業所，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の
代表者となる者に対し，事業所を運営していく上で必要な「認知
症高齢者の基本的な理解」「認知症高齢者のケアのあり方」「適
切なサービス提供のあり方」などの知識を身につけるための研
修を実施する。

指定認知症対応型共同生活介護事業
所，指定小規模多機能型居宅介護事
業所及び指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所の代表者

指定認知症対応型通所介護事業所，指定小規模多機能型居宅
介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者となる者が，これ
らの事業所を管理・運営していく上で，必要な「指定基準等の正
しい理解」，「職員の労務管理」，「適切なサービス提供のあり方」
などの必要な知識・技術を身につける。

指定認知症対応型通所介護事業所，
指定小規模多機能型居宅介護事業
所，指定認知症対応型共同生活介護
事業所及び指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の管理者又は管理者
になることが予定される者で，実践者
研修（基礎課程）を修了している者

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者に対し，利用者及
び事業の特性を踏まえた小規模多機能型居宅介護計画、看護
小規模多機能型居宅介護計画を適切に作成する上で必要な，
当該サービスに係る「基準の正しい理解」「適切なサービスの提
供」「利用計画作成演習」などの必要な知識・技術を身につける。

指定小規模多機能型居宅介護事業所
及び指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所の計画作成担当者又は計画
作成担当者になることが予定される者
で実践者研修（基礎課程）を修了して
いる者

認知症介護基礎・実践研修を企画・立案し，講義・演習・実習を
担当することができる能力を身につけるとともに，介護保険施
設・事業者等における介護の質の改善について指導することが
できる者を養成する。

実践リーダー研修を修了した者（専門
課程を修了した者を含む）

認知症介護指導者養成研修修了者に対し，一定期間ごとに最新
の認知症介護に関する専門的な知識や指導方法等を修得させ
ることにより、第一線の介護従事者に対して最新の認知症介護
技術を的確に伝達できるような体制を整える。

認知症介護実践研修の企画・立案に
参画又は講師として現に従事している
若しくは予定している者で指導者養成
研修修了後１年以上経過している者

認知症介護基礎研修

各種認知症研修の目的及び対象者

※指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者に就任するには，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活
介護事業所等の職員又は訪問介護員等として，３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であることが必要（基準
奨励並びに解釈通知）

認知症介護指導者養成
研修

フォローアップ研修

認知症対応型サービス
事業管理者研修

小規模多機能型サービ
ス等計画作成担当者研
修

認知症対応型サービス
事業開設者研修

認知症介護
実践研修

16



【参 考 例】 

確 約 書 

 

                                 年  月  日  

 岡山市長 様 

氏名                  

 

私は，令和○○年○○月○○日から○○○○○○○（事業所名称）の○○○○（就任予定役

職名）に就任を予定していますが，現在，必要な以下の研修を修了しておりません。次回の研

修に申込み，受講が認められれば，当該研修を修了することを確約いたします。 

 

１ 満たしていない資格要件 

  ○○○○○○               

２ 受講予定の直近の研修名 

  ○○年度第○○回○○○○○研修（○○年○○月予定）  

 

 

確 約 書 

 

                                 年  月  日  

 岡山市長 様 

事業者（法人）名称 

事業所名称 

代表者職・氏名                  

                                          

令和○○年○○月○○日から就任予定の○○○○○（就任予定者氏名）は，現在，配置に必

要な以下の研修を修了しておりません。次回の研修に申込み，受講が認められれば，当該研修

を修了させることを確約いたします。 

 なお，研修修了時には速やかに研修修了証の写しを提出します。 

 

１ 配置する役職名 

  ○○○○○○ 

２ 満たしていない資格要件 

  ○○○○○○ 

３ 受講予定の直近の研修名 

  ○○年度第○○回○○○○○研修（○○年○○月予定） 

４ 有資格者を配置できなかった理由 

  ○○○○○○○○○○○○      
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  参 考   

２０２０年度 認知症介護各種研修の開催状況 

＊令和３年度の開催日程については決まり次第，岡山市のホームページ及びメールでお知らせします。 

 

岡山市認知症介護基礎研修 

≪岡山市ふれあい公社開催分≫ 

日  程  ①令和２年９月１３日   

②令和２年１１月６日   

③令和３年３月１３日 

募集期間  それぞれの開催回毎に期限を定めて募集 

実施機関  （公財）岡山市ふれあい公社 

申 込 先  （公財）岡山市ふれあい公社 

 

認知症介護実践研修（実践者研修） 

≪岡山県社会福祉協議会開催分≫ 

日  程  ①令和２年８月６日～７日，８月１８日～２０日，１０月５日 

②令和２年１０月１３日～１４日，１０月２７日～２９日，１２月１４日 

募集期間  ①令和２年６月４日～６月２３日 

②令和２年８月７日～８月２６日 

実施機関  （福）岡山県社会福祉協議会 

申 込 先  岡山市内の事業所：岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

      岡山市外の事業所：所在地の市町村介護保険課 

 

認知症介護実践研修（実践者研修） 

≪岡山市ふれあい公社開催分≫ 

日  程  ①７月２日，７月９日，７月１６日，７月３０日，８月６日，１０月８日 

②１０月３日，１０月１０日，１０月２４日，１０月２５日，１０月３１日， 

令和３年１月１７日 

③１１月１３日，１１月２０日，１１月２７日，１２月１１日，１２月１８日， 

令和３年２月１９日 

④１２月１２日，１２月２０日，１２月２６日，１２月２７日，令和３年１月１１日， 

令和３年３月１３日 

募集期間  それぞれの開催回毎に期限を定めて募集 

実施機関  （公財）岡山市ふれあい公社 

申 込 先  （公財）岡山市ふれあい公社 
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小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

日  程  令和２年１０月２１日～１０月２２日 

募集期間  令和２年５月２８日～６月３０日 

実施機関  （福）岡山県社会福祉協議会 

申 込 先  岡山市内の事業所：岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

      岡山市外の事業所：所在地の市町村介護保険課 

 

認知症対応型サービス事業管理者研修（管理者研修） 

日  程  ①令和２年９月２９日～９月３０日 

②令和２年１１月２６日～１１月２７日 

③令和３年２月９日～２月１０日 

募集期間  令和２年５月２８日～６月３０日（①～③回分を全てを募集） 

実施機関  （福）岡山県社会福祉協議会 

申 込 先  岡山市内の事業所：岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

      岡山市外の事業所：所在地の市町村介護保険課 

 

認知症対応型サービス事業開設者研修（代表者研修） 

日  程  令和２年９月６日 

募集期間  令和２年５月２８日～６月３０日 

実施機関  （福）岡山県社会福祉協議会 

申 込 先  岡山市内の事業所：岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

      岡山市外の事業所：所在地の市町村介護保険課 
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（別紙12-5）

サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介護予防）認知症対応型通所介護事業所）

1 事業所名

2 異動区分 １．新規 ２．変更 ３．終了

3 届出項目 1.　サービス提供体制強化加算Ⅰ ２.　サービス提供体制強化加算Ⅱ

3.　サービス提供体制強化加算Ⅲ

4

5

6

各要件を満たす場合については、サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－５付表）を提出してくだ
さい。
なお、各要件を満たす根拠書類については、各事業所において５年間保存すること。

介護職員の総数
（常勤換算）

有 ・ 無

※

人

人

人

①のうち介護福祉士の総数
（常勤換算）

　　　　年　　月　　日

②
①のうち勤続年数７年以上の
者の総数（常勤換算）

人

有 ・ 無

Ⅲ　　①に占める②の割合
　　　が４０％以上

①
サービスを直接提供する者の
総数（常勤換算）

①

Ⅱ　　①に占める②の割合
　　　が５０％以上

Ⅲ　　①に占める②の割合
　　　が３０％以上

介護福祉士等の
状況

勤続年数の状況

②

Ⅰ　　①に占める②の割合
　　　が７０％以上

勤続10年以上介護
福祉士等の状況

①

有 ・ 無

介護職員の総数（常勤換算） 人

②
①のうち勤続年数１０年以上
の介護福祉士の総数（常勤換
算）

人
Ⅰ　　①に占める②の割合
　　　が２５％以上
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（別紙12-５付表）

3 3

【サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】

　　　　①　介護職員の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数

（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（B） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

１　サービス提供体制強化加算　Ⅰ　７０％以上

２　サービス提供体制強化加算　Ⅱ　５０％以上

３　サービス提供体制強化加算　Ⅲ　４０％以上

　　　　年　　月　　日

介護福祉士の総数
（常勤換算）

0.00 （E）又は（E）’ #DIV/0!

介護福祉士の割合

４．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／６を乗じた数を記入してください。

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0!

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

５．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

介護職員の総数
（常勤換算）

0.00 （E）又は（E）’

0 0 0.00

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

３．介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

　　　　年　　月

合　計 0 0.00 0.00

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数 介護職員の総数 左記の内、介護福祉士の資格を有する者

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（１）

事業所番号 届出事項

事業所名

　１　サービス提供体制強化加算Ⅰ　

　3　サービス提供体制強化加算Ⅲ　

2　サービス提供体制強化加算Ⅱ
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（別紙12-５付表）

3 3 1 0 1 0 0 0 0 0

【サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】

　　　　①　介護職員の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間（例　７時間４５分）

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数

（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（B） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

１　サービス提供体制強化加算　Ⅰ　７０％以上

２　サービス提供体制強化加算　Ⅱ　５０％以上

３　サービス提供体制強化加算　Ⅲ　４０％以上

1　サービス提供体制強化加算Ⅰ

3　サービス提供体制強化加算Ⅲ

平成28年3月15日

686.25 446.25

765.00 487.50

712.50 607.50

667.00

8,122.55

738.80

693.75

5,505.00

656.25 476.25

483.00

7.75

介護職員の総数
（常勤換算）

5,505.00 （E）又は（E）’

840.00

922.50

平成２７年　９月

平成２７年１２月

平成２７年１０月

29

営業日数

29

左記の内、介護福祉士の資格を有する者

岡山病院

平成２８年  ２月

30

457.50

600.00

平成２７年　８月

338.75

27

30

708.75 465.00

768.75

29

27

29

476.25

630.00

2,472.25

５．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

３．介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
４．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所
定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（１）

事業所番号

事業所名

28

介護職員の総数

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

平成２７年　４月

平成２７年　５月

届出事項

3.1

30

31

平成２７年１１月

合　計 319

平成２７年　７月

平成２７年　６月

平成２８年  １月

（E）又は（E）’

4.5介護福祉士の割合

1,765.89 4.5

介護福祉士の総数
（常勤換算）

100

2　サービス提供体制強化加算Ⅱ

1,765.89

7.75 319

1,765.89

68.8

3.1

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上
限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／６を乗じた数を記入してください。

8,122.55
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（別紙12-５付表）

3 3

【サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅲ】

　　　　①　サービスを直接提供する者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員※
　　　　　の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。
　　　　　　　※１時間以上２時間未満の単位を算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が
　　　　　　　　 リハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含む。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数
（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（Ｂ） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　サービス提供体制強化加算Ⅰ　勤続１０年以上の介護福祉士　２５％以上

#DIV/0!

　　　　年　　月　　日

３年以上の者の割合 #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0!

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／６を乗じた数を記入してください。

４．勤続年数とは、各毎月の前月の末日時点における勤続年数をいう。（育児休業や介護休業期間も含めることができる。）
　　具体的には、平成２８年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２８年３月３１日時点で勤続年数３年以上である者をいう。

サービスを直接提供す
る者の総数（常勤換算）

勤続年数３年以上の者
の総数（常勤換算）

0.00 （E）又は（E）’

（E）又は（E）’ #DIV/0!0.00

５．勤続年数の算定に当たっては、当該事業所の勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
　において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。

0 0 0.00

６．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

３．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

合　計 0 0.00 0.00

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数 介護職員の総数
左記の内、勤続10年以上

介護福祉士の資格を有する者

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（２）

事業所番号 届出事項

事業所名 　1　サービス提供体制強化加算Ⅰ　
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（別紙12-５付表）

3 3 1 0 2 0 0 0 0 0

【サービス提供体制強化加算（Ⅱ）】

　　　　①　サービスを直接提供する者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員※
　　　　　の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。
　　　　　　　※１時間以上２時間未満の単位を算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が
　　　　　　　　 リハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含む。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間（例　７時間４５分）

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数
（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（Ｂ） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

　　サービス提供体制強化加算Ⅰ　勤続１０年以上の介護福祉士　２５％以上

　1　サービス提供体制強化加算Ⅰ　岡山診療所

446.00

516.00

平成２７年　８月 24

平成２７年　４月 25

平成２７年　５月

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数

549.50

508.50

介護職員の総数
左記の内、勤続10年以上

介護福祉士の資格を有する者

489.50

573.00

536.00

平成28年3月15日

525.50

373.00

402.50

456.00

430.50

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（２）

事業所番号 届出事項

事業所名

1,478.03 3.2

３年以上の者の割合 3.2

勤続年数３年以上の者
の総数（常勤換算）

3.8 100 84.2

4,777.50 （E）又は（E）’

544.50

521.50

513.00

470.00

６．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

2,069.25

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／６を乗じた数を記入してください。

1,478.03

4,777.50

（E）又は（E）’ 1,478.03

438.50

415.50

384.50

417.00505.50

488.50

3.8

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

４．勤続年数とは、各毎月の前月の末日時点における勤続年数をいう。（育児休業や介護休業期間も含めることができる。）
　　具体的には、平成２８年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２８年３月３１日時点で勤続年数３年以上である者をいう。

7.75

５．勤続年数の算定に当たっては、当該事業所の勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
　において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。

３．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

平成２８年  ２月 24

合　計 267

7.75 267

5,727.00

平成２７年１０月 25

平成２７年１１月 24

サービスを直接提供す
る者の総数（常勤換算）

5,727.00

平成２７年１２月 23

平成２８年  １月 24

23

平成２７年　６月 26

平成２７年　７月 25

平成２７年　９月 24
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（別紙12-５付表）

3 3

【サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅲ】

　　　　①　サービスを直接提供する者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員※
　　　　　の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。
　　　　　　　※１時間以上２時間未満の単位を算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が
　　　　　　　　 リハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含む。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数
（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（Ｂ） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　サービス提供体制強化加算Ⅲ　　　　勤続年数７年以上の者　３０％以上

　　　　年　　月　　日

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（２）

事業所番号 届出事項

事業所名 　1　サービス提供体制強化加算Ⅲ　

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数 サービスを直接提供する者の総数 左記の内、勤続年数７年以上の者

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

　　　　年　　月

合　計 0 0.00 0.00

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

３．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

４．勤続年数とは、各毎月の前月の末日時点における勤続年数をいう。（育児休業や介護休業期間も含めることができる。）
　　具体的には、平成２８年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２８年３月３１日時点で勤続年数３年以上である者をいう。

５．勤続年数の算定に当たっては、当該事業所の勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
　において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。

６．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

0 0 0.00

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／６を乗じた数を記入してください。

サービスを直接提供す
る者の総数（常勤換算）

0.00 （E）又は（E）’ #DIV/0!

勤続年数３年以上の者
の総数（常勤換算）

0.00 （E）又は（E）’ #DIV/0!

３年以上の者の割合 #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0!
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（別紙12-５付表）

3 3 1 0 2 0 0 0 0 0

【サービス提供体制強化加算（Ⅱ）】

　　　　①　サービスを直接提供する者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員※
　　　　　の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。
　　　　　　　※１時間以上２時間未満の単位を算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が
　　　　　　　　 リハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含む。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間（例　７時間４５分）

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数
（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（Ｂ） ÷ ＝ (F) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（G） ÷ （F） × ＝ ％

　　サービス提供体制強化加算Ⅲ　　　勤続年数７年以上の者　３０％以上

平成28年3月15日

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（２）

事業所番号 届出事項

事業所名 岡山診療所 　1　サービス提供体制強化加算Ⅲ　

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数 サービスを直接提供する者の総数 左記の内、勤続年数７年以上の者

平成２７年　４月 25 489.50 373.00

平成２７年　５月 23 516.00 402.50

平成２７年　６月 26 573.00 456.00

平成２７年　７月 25 536.00 430.50

平成２７年　８月 24 549.50 446.00

平成２７年　９月 24 508.50 488.50

平成２７年１０月 25 544.50 525.50

平成２７年１１月 24 521.50 438.50

平成２７年１２月 23 513.00 415.50

平成２８年  １月 24 470.00 384.50

平成２８年  ２月 24 505.50 417.00

合　計 267 5,727.00 4,777.50

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

３．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

４．勤続年数とは、各毎月の前月の末日時点における勤続年数をいう。（育児休業や介護休業期間も含めることができる。）
　　具体的には、平成２８年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２８年３月３１日時点で勤続年数３年以上である者をいう。

５．勤続年数の算定に当たっては、当該事業所の勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
　において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。

６．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

7.75

7.75 267 2,069.25

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（Ｅ）’欄に（Ｅ）に５／６を乗じた数を記入してください。

1,478.03

サービスを直接提供す
る者の総数（常勤換算）

5,727.00 （E）又は（E）’ 1,478.03 3.8

勤続年数３年以上の者
の総数（常勤換算）

4,777.50 （E）又は（E）’ 1,478.03 3.2

３年以上の者の割合 3.2 3.8 100 84.2
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（市様式１３）

（  　　  　年　　　月　　　日届出分）

ＮＯ 氏　　　　名 職　　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注１

注２

　　　

サービス提供体制強化加算に係る勤続年数１０年以上の者の状況

介護職員のうち、勤続年数10年以上介護福祉士の者
勤続年数が10年に至った日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

勤続年数とは、各月の末日時点における勤続年数をいう。具体的には、令和３年４月における勤続
年数１０年以上の者とは、令和３年３月３１日時点で勤続年数が１０年以上である者をいう。

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の
介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし
て勤務した年数を含めることができる。

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
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（市様式１３）

（  　　  　年　　　月　　　日届出分）

ＮＯ 氏　　　　名 職　　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注１ 利用者に直接提供する職員とは、サービスの種類毎に次のとおりです。

2

（地域密着型）通所介護
介護予防通所サービス
（介護予防）認知症対応型通
所介護

生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員

3 生活支援通所サービス

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員

注２

注３

　　　

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

勤続年数が７年に至った日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

利用者に直接提供する職員のうち、
勤続年数７年以上の者

サービス提供体制強化加算に係る勤続年数７年以上の者の状況

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の
介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし
て勤務した年数を含めることができる。

勤続年数とは、各月の末日時点における勤続年数をいう。具体的には、令和３年４月における勤続
年数７年以上の者とは、令和３年３月３１日時点で勤続年数が７年以上である者をいう。

1 （介護予防）訪問看護

「病院、診療所」である場合は、保健師、看護師又は准看護師

※１時間以上２時間未満の通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを算定する場合であって、柔道整復師
又はあん摩マッサージ指圧師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供する場合にあっては、これらの
職員も含むものとする。

「訪問看護ステーション」である場合は、保健師、看護師、准看護
師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

4 （介護予防）通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護職員、運動指導員
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認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護     令和３年３月版                  

 
 
 
 
 
 
１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法  

 次ページの一覧表で確認してください。 
※その他、確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 

 
２ 届出手順 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。 

 

   〒 ７００－０９１３   

岡山市北区大供三丁目１－１８  KSB 会館４階 

岡山市 事業者指導課  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞ 

 

変更届（必要書類・提出方法） 
※届出用紙は、事業者指導課のホームページからダウンロードできます。 

 

変更の発生 一覧表で提出 
方法等の確認 

 
変更日

以前に 

 

来庁（事

前協議） 

 
変 更 が
あった日
か ら １ ０
日 以 内
に 
 

郵送

（〒） 
 

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課  

         TEL 086-212-1013  

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議） 

（事業者指導課は、KSB 会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供三丁目 1－18 KSB 会館 4 階 

   岡山市事業者指導課  宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。 
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○変更の届出（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。 

   なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事 
業者指導課）と協議する必要があります。 

変更の届出は、岡山市事業者指導課へ１部提出してください。 
◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

 

 

 
変更の届出が必要な事項 提出書類 

１． 事業所の名称 

【関連項目】 

登記事項証明書等の記載にも変更 

がある場合、５を参照してください。 

①変更届（様式第４号） 

②付表２－１（単独型・併設型）、付表２－２（共用型） 

③変更後の運営規程 

 ２．事業所の所在地 

【関連項目】 

登記事項証明書等の記載にも変更 

がある場合、５を参照してください。 

 

【重要】 

岡山市以外の所在地へ事業所を 

移転する場合には、岡山市へ廃 

止届と、移転先の所在地（指定 

権者）での新規指定申請になり 

ます。 

 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、電話番号、

ＦＡＸ番号を記載すること。 

②付表２－１（単独型・併設型）、付表２－２（共用型） 

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図（各室の用途を明示すること）及び求積表 

※平面図等については、次ページの６を参照のこと。 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、食堂及び機能訓練室、静養

室、相談室、事務室、便所、洗面設備、消防法上必要な消火設備） 

※事業所の外観、事務室、相談室、静養室、食堂及び機能訓練室につい

ては、２方向以上、Ａ４用紙に貼付等のこと。 

⑥変更後の運営規程 

⑦事業所として使用する建物の使用権限を証明できる書類 

※自己所有の場合は、建物の登記事項証明書又登記識別情報通知等の写

し等（土地は不要） 

※賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し 

⑧建築物関連法令協議記録報告書 

３．申請者の名称及び主たる

事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む） 

になる場合には、変更届ではなく、廃

止届と新規指定申請になります。 

①変更届（様式第４号） 

②申請者の登記事項証明書（原本）又は条例等（写し） 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は、指

定管理協定書（原本証明が必要）を添付。 

 

４．代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 
①変更届（様式第４号） 

②申請者の登記事項証明書（原本）等 

③誓約書（（地域密着型サービス（９－１）又は地域密着型サービス及び

地域密着型介護予防サービス（９－２）） 

※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。 

５．申請者の登記事項証明

書又は条例等（当該事業に

関するものに限る） 

①変更届（様式第４号） 

②申請者の登記事項証明書（原本）又は条例等（写し） 

  ※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は、指

定管理協定書（原本証明が必要）を添付。 
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○変更の届出（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護）つづき 
 

変更の届出が必要な事項 提出書類 
６．事業所の平面図（レイア

ウト、専用区画）及び設備

の概要  

 

 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

②付表２－１（単独型・併設型）、付表２－２（共用型） 

③事業所の平面図（各室の用途を明示すること）及び求積表 

※図面は、寸法を正確に記載したものを作成し、食堂及び機能訓練室に

ついては、その範囲と面積（内法）、その算出根拠となる計算式を記載

すること。その際、認知症対応型通所介護の提供に必要のないもの等

（押入れ、床の間、廊下、柱、造り付けの家具等）の面積は除外する

こと。（内法面積で定員×３㎡以上必要） 

※写真にて確認するため、平面図に写真の番号と撮影した方向を、矢印

で明記してください。 

④事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、食堂及び機能訓練室、静養

室、相談室、事務室、便所、洗面設備） 

※事業所の外観、事務室、相談室、静養室、食堂及び機能訓練室につい

ては、２方向以上、Ａ４用紙に貼付等のこと。 

⑤設備・備品等写真（消防法上必要な消火設備等） 

７．事業所の管理者の氏名 

生年月日、住所及び経歴 

  

 

①変更届（様式第４号） 

②付表２－１（単独型・併設型）、付表２－２（共用型） 

③管理者経歴書 

④資格証又は実務経験証明書等の写し 

⑤管理者就任承諾及び誓約書（市参考様式２－３） 

⑥雇用契約書又は辞令等の写し 

⑦研修修了証の写し（実践者研修を修了していない場合は、２年以上の介

護業務実務経験証明書が必要） 

⑧従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》 

 ※管理者のみの記載で可。 

 ※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合には、兼務す

る他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。 

⑨誓約書（（地域密着型サービス（９－１）又は地域密着型サービス及び地

域密着型介護予防サービス（９－２）） 

※管理者の改姓又は住所変更のみの場合は④～⑨は不要。 

８．運営規程 

 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載するか、別紙

（変更内容を記載）を添付すること。 

②付表２－１（単独型・併設型）、付表２－２（共用型） 

 ※記載事項に変更がある場合のみ添付。 

③変更後の運営規程 

 

【利用定員、営業日・営業時間、サービス提供時間又は実施単位の変更の

場合④～⑥も添付すること】 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》 

※変更後の運営に支障がない従業者を配置すること。 

⑤資格証等の写し（介護職員を除く） 

⑥サービス提供実施単位一覧表 

 

※「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年

１回とする。 
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認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護       令和３年３月版                  

 
 
 
 
 
 
１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類  

 次ページの一覧表で確認してください。 
※その他、確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 

 
２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

   事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は

できません。 

（注）介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の添付書類（計画書等）については、前々

月末日が締切りとなりますので、ご注意ください。 

 
３ 届出手順 
 
 
 
 
 
 
 

 

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。 

 

   〒 ７００－０９１３   

岡山市北区大供三丁目１－１８  KSB 会館４階 

岡山市 事業者指導課   宛 

＜体制届 （                 ）在中＞ 

 

体制届（必要書類・提出方法） 
※届出用紙は、事業者指導課のホームページからダウンロードできます。 
 

届出が必要

な加算（減

算）等の発生 

一覧表で必要 
書類等の確認 

 
 

郵送

（〒） 
 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供三丁目 1－18 KSB 会館 4 階 

   岡山市事業者指導課  宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。 
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  ○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護） 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。 

加算等 提出書類 
人員欠如による減算 
（減算の解消） 

 

 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《人員欠如が生じた月のもの》 

《人員欠如が解消した場合は解消した月のもの》 
※従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、速やかに岡山

市に連絡してください。 

感染症又は災害の発生を

理由とする利用者数の減

少が一定以上生じている

場合の対応 
 
※利用者数が減少した月

の翌月１５日までに届出

が必要です。 

 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価

届出様式 

時間延長サービス体制 

 

 

 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③運営規程※時間延長サービスを行う旨を記載していること。 

入浴介助加算 
（加算Ⅰ・加算Ⅱ） 

 
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③平面図（浴室がどこか明記） 

④写真（浴室・浴槽） 

生活機能向上連携加算 
（加算Ⅰ・加算Ⅱ） 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③指定訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを提供

している医療提供施設と連携をしていることがわかる契約書（協定）等の

写し 

個別機能訓練体制 
 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》 
④理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師（※）、はり師又はきゅう師の資格証の写し 
  ※これらの者が機能訓練指導員として配置された事業所で、6 月以上

機能訓練指導に従事した経験を有するはり師・きゅう師の場合は、

それを証明するための、実務経験証明書も要する。 

ADL 維持等加算〔申出〕 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

 ※提出時には、「ADL 維持等加算〔申出〕の有無」欄のみ、〇を付ける

こと。 
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護）つづき 
加算等 提出書類 

若年性認知症利用者受入加

算 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

栄養アセスメント・栄養改

善体制 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》 
④管理栄養士の資格証の写し 
（※外部との連携により、管理栄養士を配置した場合は、外部と連携し

たことが分かる契約書（協定）等の写し） 

口腔機能向上加算 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》 
④言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し 

  

科学的介護推進体制加算  

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

サービス提供体制強化加算

（加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 
※毎年度確認が必要 

※サービス提供体制強化

加算の変更は毎年３月

１５日が締切りとなり

ます。 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－９） 
※新たに事業開始する事業所については、４月目以降届出が可能となり

ます。 
④サービス提供体制強化加算に関する確認書（別紙１２－９付表） 
⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《届出月の前月のもの》 
⑥加算対象となる介護職員の資格証等の写し 
 ※加算（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）を算定する場合に添付。 
⑦サービス提供体制強化加算に係る勤続年数１０年、７年以上の者の状

況（市様式１３） 
※加算（Ⅰ・Ⅲ）を算定する場合に添付。 

介護職員処遇改善加算 
介護職員等特定処遇改善加

算 
 
※③の計画書等は加算算定開始

月の前々月末日が締め切りと

なるので注意  

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 
③介護職員処遇改善加算計画書等 

※添付書類については、別途「介護職員処遇改善加算の算定について」

及び「介護職員等特定処遇改善加算の算定について」を参照してく

ださい。 
割引率の設定・変更 

 
 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③指定地域密着型サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引

率の設定について（別紙５－２） 

④運営規程（割引について具体的に記載） 
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  ○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 
（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護）つづき 

加算等 提出書類 

加算等の取り下げ  

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３） 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算等の要件を満たしてい

た最終月のもの》 
※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付。 

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 
※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 
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/

その他該当する体制等

職員の欠員による減算の状況 1. なし 2. 看護職員 3. 介護職員

1．なし 2．あり

時間延長サービス体制 1. 対応不可 2. 対応可

入浴介助加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3．加算Ⅱ

生活機能向上連携加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3．加算Ⅱ

個別機能訓練加算 1. なし 2. あり

ADL維持等加算〔申出〕の有無 1．なし 2．あり

若年性認知症利用者受入加算 1. なし 2. あり

栄養アセスメント・栄養改善体制 1. なし 2. あり

口腔機能向上加算 1. なし 2. あり

科学的介護推進体制加算 1．なし 2．あり

サービス提供体制強化加算 1. なし 5. 加算Ⅰ 4．加算Ⅱ 6. 加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 1. なし 6. 加算Ⅰ 5. 加算Ⅱ 2. 加算Ⅲ 3.加算Ⅳ 4.加算Ⅴ

介護職員等特定処遇改善加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3. 加算Ⅱ

その他該当する体制等

職員の欠員による減算の状況 1. なし 2. 看護職員 3. 介護職員

1．なし 2．あり

時間延長サービス体制 1. 対応不可 2. 対応可

入浴介助加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3．加算Ⅱ

生活機能向上連携加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3．加算Ⅱ

個別機能訓練加算 1. なし 2. あり

若年性認知症利用者受入加算 1. なし 2. あり

栄養アセスメント・栄養改善体制 1. なし 2. あり

口腔機能向上加算 1. なし 2. あり

科学的介護推進体制加算 1．なし 2．あり

サービス提供体制強化加算 1. なし 5. 加算Ⅰ 4．加算Ⅱ 6. 加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 1. なし 6. 加算Ⅰ 5. 加算Ⅱ 2. 加算Ⅲ 3.加算Ⅳ 4．加算Ⅴ

介護職員等特定処遇改善加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3. 加算Ⅱ

備考　１　届出が必要な加算（減算）等の届出に必要な書類について、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出（認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護）」を参照してください。

　　　　　　　体制届に必要な書類について【重要】　→　008認知症対応型通所介護からダウンロードできます。

LIFEへの登録

1．なし　　　2．あり

LIFEへの登録

1．なし　　　2．あり

（別紙１-3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介　護　給　付　費　算　定　に　係　る　体　制　等　状　況　一　覧　表

1. なし

2. あり

割引

1. なし

2. あり

日

枚数

年

人員配置区分

令和

ﾁｪｯｸ 提供サービス 適用開始年月日 施設等の区分

月

　※　実施するサービスに関して○を付け、全ての項目に対し該当する番号に○を付けてください。

事業所名 事業所電話番号

割引

異動区分 1. 新規、　2. 変更、　3. 終了

岡山市

事業所番号 3 3

届出都道府県

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少
が一定以上生じている場合の対応

記入担当者氏名 記入担当者電話番号

72
認知症対応型通
所介護

１. 単独型

２. 併設型

３. 共用型

施設等の区分

１. 単独型

２. 併設型

３. 共用型

適用開始年月日

令和 年 日

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少
が一定以上生じている場合の対応

介護予防
認知症対応型通
所介護

人員配置区分

74 月

ﾁｪｯｸ 提供サービス
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 　　　　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課　宛
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

※事業者指導課のホームページに、
　エクセルデータも掲載しています。
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